
様式第８号

指令行環第３０号

許

　　　　　

可

　　　　　

証

住所

　

埼玉県羽生市大字上新郷１８３８番地の２５

氏名 株式会社埼玉鴇商
代表取締役

　

鴇崎

　

隆広

　

令和８年２月１７日付けで申請のあった一般廃棄物処理業については、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の規定により、 次のとおり

許可する。

営業所の所在地及び名称
埼玉県行田市大字真名板２０１２番地２

株式会社埼玉鴇商

　

行田営業所

取扱 廃 棄 物 の 種 類 事業系一般廃棄物

収集、運搬及び処分の別 収集及び運搬

営

　　

業

　　

の

　　

区

　　

域 行田市全域

営

　

業

　

許

　

可

　

期

　

間 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで

許

　　　

可

　　　

条

　　　

件

（１）行田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及

び関係法令を遵守すること。
（２）収集及び運搬には市に申請した収集運搬車以

外は使用しないこと。
（３）その他一般廃棄物収集運搬に関し市長が指示

する事項に従うこと。

令和８年２月１８日
さ

　

，

行田市長 行田

　

邦子


